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議事日程

１．開 会 平成 29 年 12 月 8 日（金曜日）午前 10 時 開会

２．議事録の署名委員の指名 内海教育長・瀨野尾教育長職務代理者

３．協 議 指定管理にともなう中央公民館職員及びスポーツ振興センター職員の

在り方について

４．閉 会

本日の会議に付した事項

議事日程のとおり

１．開会 午前 10 時～



○若松班長

12 月臨時会を開催します。

開会の挨拶を内海教育長、お願いします。

○内海教育長

本日の臨時会は、協議として指定管理にともなう中央公民館職員及びスポーツ振興センタ

ー職員の在り方についてです。よろしくご協議の程お願いします。

２．議事録署名委員の指名

○若松班長

本日の議事録署名委員は内海教育長、瀨野尾教育長職務代理者にお願いいたします。

○内海教育長

本日の協議について、本間教育次長より説明いたします。

○本間教育次長

現在指定管理となっている文化観光交流館、平成 30 年度 4 月から指定管理となる B&G

海洋センター及び町民グラウンドについて、職員の勤務場所が課題となっています。

○三浦教育課長

そこで、本日はその勤務場所について、3 案を委員の皆様に提示させていただきますの

で、それぞれの案を協議をお願いします。資料をご覧下さい。先ず 1 案です。公民館職員

及びスポーツ振興センター職員を現在の文化観光交流館に置く案です。この案については、

記載のとおりのメリットがあるかと思われます。次に 2 案ですが、この案は、公民館職員

及びスポーツ振興センター職員を文化観光交流館小ホール（旧母子健康センター）内に置

くという案です。次に 3 案です。公民館職員及びスポーツ振興センター職員を勤労青少年

ホームに置くという案です。最後に第 4 案です。公民館職員は現在の文化観光交流館の業

務場所に置く。スポーツ振興センター職員は B&G 海洋センターに置くという案です。以

上です。

○内海教育長

三浦課長の説明について、委員の皆様から何かご意見ありますか。

○瀨野尾教育長職務代理者



三浦課長の説明を伺いまして、現実的なことを考えると 1 案が良いかと考えます。

○鈴木委員

B&G 海洋センター施設を指定管理者とし、民間力を取り入れる流れは良いことと思い

ます。本日、今回関連する施設を見て廻り、改めて町民と直接接する施設と感じました。

こういった町民と目線を合わせられる施設は限られていると思います。町民の声を敏感に

感じるためにも町職員の配置が大切かと考えます。私も瀨野尾教育長職務代理者と同様、

第 1 案で良いと思います。

○赤間委員

｢町民の利用しやすさ｣と｢町職員の働きしやすさ｣２つが最優先とされるべきであると思

います。その点から考えると、1 案で良いのではないかと考えます。

○瀨野尾教育長職務代理者

町外から松島に転入してきた私から見ると、松島の生涯学習施設は大変利用しやすい施

設であると感じます。今後、指定管理を導入していくということであれば、町の文化を誇

れる施設として大事に考えてほしいと思います。

○内海教育長

貴重な意見ありがとうございました。貴重な意見として町長部局にお伝えしていきたい

と思います。

４ 閉 会 午前 10 時 30 分

この会議録の作成者は、次のとおりである。

教育委員会教育課 学校教育班

若松 義典

上記会議録が正確であることを認め、ここに署名する。

平成 29 年 12 月 11 日

委 員

委 員


